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防衛省は､本事業を適正かつ確実に実施した場合の対価（以下「サービス対価」

という｡）を事業者に支払うものとし、以下にその算定及び支払方法を示す。 

 

第１ サービス対価の構成 

１．サービス対価の構成 

本事業を遂行するにあたり必要なサービス対価は、以下により構成される。 

○ ７号船舶の調達、維持管理・運航準備に係る費用（以下「７号船舶サービ

ス対価」という。） 

○ ８号船舶の調達、維持管理・運航準備に係る費用（以下「８号船舶サービ

ス対価」という。） 

 

７号船舶サービス対価は、以下により構成され、一体の対価として事業者に支

払う。 

○ ７号船舶の調達に係る費用（以下「７号船舶調達費」という。） 

○ ７号船舶の維持管理、船員の雇用・養成及び運航準備に係る費用（以下「７

号船舶維持管理・運航準備費」という｡） 

○ 本事業を実施するために事業者が必要とする費用のうち、７号船舶相当額

（以下「その他の費用（７号船舶）」という。） 

 

８号船舶のサービス対価も上記同様の構成とし、各用語は「７号船舶」を「８

号船舶」に置き換えたものとする。 

サービス対価を構成する各費用の内訳は、２．(1)の表１に示すとおりとする。 

 

(1) ７号船舶サービス対価 

ア ７号船舶調達費 

７号船舶調達費は、７号船舶の設計・建造又は購入・改造等に係る費用

（以下「７号船舶整備費」という。）及びそれらの初期投資に必要な融資等

に係る利息相当（以下「７号船舶調達利息」という。）から構成されるもの

とする。 

(ｱ) ７号船舶整備費 

７号船舶整備費は、７号船舶の調達に要する船舶の設計･建造又は中古

船舶の購入・改造、試験､運航開始に必要な各種検査費用及びそれらに付

随して発生する初期投資等に係る費用とする。 

なお、各本事業船舶の調達において共通にかかる経費は、各本事業船舶

の整備費に応じて合理的に按分し､各本事業船舶の船舶整備費に含めるも

のとする。 
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(ｲ) ７号船舶調達利息 

７号船舶調達利息は、７号船舶の船舶整備費及び７号船舶の船舶調達に

係る利息の合計額を毎回均等となるように支払った場合の資金調達に係る

利息相当額とする。 

なお、７号船舶調達利息には、事業者の税引前利益の一部を含むものと

する。 

７号船舶調達利息の料率は、基準金利と事業者の提案による利ざや（ス

プレッド）の合計とし、基準金利の詳細は第２ ３．(1) イに示す。 

 

イ ７号船舶維持管理・運航準備費 

７号船舶維持管理・運航準備費は、７号船舶運航開始日（令和１０年１月

１日とし、７号船舶運航開始日当日を含む。以下同じ。）から事業期間の終

了日までの７号船舶の維持管理に係る費用（以下「７号船舶維持管理費」と

いう｡）及び７号船舶の船員の直接人件費（以下「７号船舶船員費」とい

う。）並びに７号船舶の船員に対する労務管理、資格取得・技術習得等、運

航準備に係る費用（以下「７号船舶運航準備費」という。）から構成される

ものとする。 

(ｱ) ７号船舶維持管理費 

定期検査費（入渠費用含む。）、修繕費、係留施設に係る係船費用等、

７号船舶における維持管理に係る費用とする。 

(ｲ) ７号船舶船員費 

７号船舶の待機状態を維持するために必要な、本事業船員に支払う給与

相当（福利厚生等の諸経費含む。）とする。防衛省の輸送所要による実際

の運航に伴い本事業船員に別途支払う航海手当等は２．(2)で説明する運

航経費に含むものとする。 

(ｳ) ７号船舶運航準備費 

本事業船員の資格取得・技術習得を支援するための経費、本事業船員に

対する労務管理経費、本事業船員を雇用する船舶運航会社の間接経費（会

社運営費・事務所経費）、年度運航計画の策定等､運航準備に係る経費と

する。防衛省の輸送所要による実際の運航に伴って生じる燃料代等は、２．

(2)で説明する運航経費に含むものとする。 

(ｴ) ７号船舶雇用促進経費 

本事業船員の採用活動を行うための経費とする。 

 

ウ その他の費用（７号船舶） 

その他の費用（７号船舶）は、事業者の開業に伴う諸費用、事業契約締結

日から事業期間終了日までの全般管理業務費用及び事業者の管理費用並びに

事業者の税引前利益（上記ア (ｲ)に計上される部分を除く。）を、同一契

約内の他の船舶に係る“その他の費用（○号船舶）”と業務量等の比率で合
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理的に按分したものとする。 

 

(2) ８号船舶サービス対価 

８号船舶サービス対価の構成、費用の内訳も７号船舶サービス対価と同様

で、(1)における各用語は「７号船舶」を「８号船舶」に置き換えたものとす

る。 

 

２．サービス対価等の内訳 

(1) サービス対価の構成及び内訳 

サービス対価を構成する各費用の内訳は、表１に示すとおりである。 

表１．サービス対価の内訳 

項目 支払区分 費用の内容 

(1) ７号
船舶サービ
ス対価 

ア ７号船
舶調達費 

(ｱ) ７号
船舶整備費 

７号船舶の調達に係る以下の費用： 
・新造船舶の設計・建造費用又は中

古船舶の購入・改造、試験、各種
検査費用 

・保険料 
・建中金利 
・融資組成手数料 
・その他、船舶調達に関する初期投

資と認められる費用 
同一契約内の他の船舶と按分する以下
の費用： 

・各本事業船舶の調達において共通
にかかる経費 

(ｲ) ７号
船舶調達利
息 

資金調達に必要な融資等に係る金利 
事業者の税引前利益の一部 

イ ７号船
舶維持管
理・運航準
備費 

(ｱ) ７号
船舶維持管
理費 

７号船舶の維持管理に係る以下の費
用： 

・定期検査費（入渠費用含む。） 
・修繕費 
・運航に必要な船体清掃費用（入渠

費用含む。） 
・係留施設に係る係船費用 
・船用品費 
・維持燃料費 
・潤滑油費 
・保険料（船体保険料・Ｐ＆Ｉ保険

料） 
・固定資産税 
・その他、船舶の維持管理に必要な

一切の費用 

(ｲ) ７号
船舶船員費 

７号船舶の船員に係る以下の費用： 
・船員に対する基本給与及び福利厚

生等の諸経費並びに糧食費 
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項目 支払区分 費用の内容 

(ｳ) ７号
船舶運航準
備費 

７号船舶の運航準備に係る以下の費
用： 

・船舶運航会社の運営経費 
・船員の資格取得、訓練等の費用 
・船員の労務管理、乗船手配等の費

用 
・年度運航計画策定に係る費用 
・その他、船員の雇用・養成、運航

準備に必要な一切の費用 

(ｴ) ７号
船舶雇用促
進経費 

７号船舶の雇用促進に係る以下の費
用： 
・予備自衛官等たる船員の雇用促進に
係る費用 

ウ その他
の費用（７
号船舶） 

その他の費
用（７号船
舶） 

７号船舶に係る以下の費用： 
・事業者の開業に伴う諸費用 
・全般管理業務費用 
・事業者の管理費用（公租公課、事

務費、保険料等） 
・事業者の税引前利益の一部（調達

利息に計上される部分を除く。） 

 

８号船舶サービス対価の構成及び内訳も上記と同様とし、各用語は「７号船舶」

を「８号船舶」に置き換えたものとする。 

 

(2) 本事業船舶の運航経費の内訳 

本事業船舶の運航に必要な燃料代、出発港、中継港及び到着港における岸

壁使用料等の経費は、運航内容等により変動するため、上記のサービス対価

には含めない。 

運航経費として想定される項目は表２のとおりである。事業者は、自らの

提案書類に基づき、事業契約締結後１ヶ月以内に(1)運航時追加船員費、(2)

燃料費、(5)保険料に係る見積単価を防衛省に提出し、確認を受ける。以降の

期間については、毎年度末又は見積単価が明らかに不適当となった時点で随

時に、見直した見積単価を防衛省に提出し、確認を受ける。  

防衛省の輸送所要が生じた場合、事業者は防衛省が提示した輸送役務仕様

書（案）に基づき、運航経費に係る見積書を防衛省に提出する。その際の見

積金額は事前に提示した見積単価を基礎に計算する。 

なお、サービス対価の一部として支払う保険料（船体保険料及びＰ＆Ｉ保

険料等）に関し、事業者が提案する本事業船舶の係船方法等により、普通期

間保険の代わりに係船保険を付保するなど、係船期間と輸送役務契約の履行

期間で保険を分けて付保することが経済合理的である場合は、当該提案を容

認する。この場合に限り、個別の運航時に要する保険料は運航経費の一部と

して支払う。



5  

表２．運航経費の内訳 

運航経費の費目 内 訳 

(1) 運航時追加船員費 防衛省の輸送所要による船舶の運航に伴って必要

な追加船員費等相当額： 

・航海手当 

・時間外手当 

・サービス対価に含まれない糧食費 

・船員交代に伴う旅費・宿泊費、移動日当等 

(2) 燃料費 船舶の運航燃料 

※運航経費の一部として支払わず、現物支給とす

る場合もある。 

※慣熱訓練時の燃料費は、サービス対価の内訳で

ある維持管理費に含まれるものとし、運航経費

には含まない。 

(3) 港費 岸壁使用料 出発港、中継港及び到着港での係留に伴う岸壁使

用料 

車両待機地域使

用料 

出発港、中継港及び到着港で車両待機地の確保が

必要な場合の使用料 

給水代金 エンジン冷却水、飲料水等の生活水の給水に係る

費用 

代理店手数料 登録船種の変更、臨時航路の届出等を含む各種手

続代行料 

水先料 係留施設の出港並びに出発港、中継港及び到着港

での入出港時に船長の代わりに船舶を誘導するパ

イロット料 

曳船料 係留施設の出港並びに出発港、中継港及び到着港

での入出港時に接岸・離岸を補助するタグボート

利用料 

綱取放料 係留施設の出港並びに出発港、中継港及び到着港

での入出港時に本船側のワイヤーロープやナイロ

ンロープ等を係船柱に取り付けや取り放しする作

業に係る料金 

入港料 出発港、中継港及び到着港に入港した都度、船舶

から徴収される料金 

(4) 荷役費 運搬、仕分け、積卸し、積み付け等に係る費用 

(5) 保険料 傷害賠償責任保険・海上保険等、防衛省の輸送所

要による運航時の追加保険料 

(6) その他運航に係る費用 サービス対価には含まれず、船舶運航に際して合

理的に生じる上記以外の経費 
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【参考】サービス対価と運航経費の区分 

本事業船舶に係る各経費は、運航内容等にかかわらず固定的に発生する費用と、

運航内容等に応じて変動する費用があるため、前者をサービス対価、後者を運航経

費として支払う。サービス対価と運航経費の区分は、下表に示すとおりである。 

 

費用の区分・内訳 
サ ー ビ

ス対価 

輸送役務契

約（運航経

費） 

船舶調達費 船舶整備費 ●  

船舶調達利息 ●  

船舶維持管

理・運航準

備費 

維持管理費 定期検査費（入渠費用含む。） ●  

修繕費 ●  

運航に必要な船体清掃費用（入渠費用

含む。） 
●  

係留施設に係る係船費用 ●  

船用品費  ●  

維持燃料

費 

ＯＪＴ目的での運航・慣熱運

航を含む。 
●  

潤滑油費 同上 ●  

保険料 船体保険・Ｐ＆Ｉ保険 ●  

傷害賠償責任保険・海上保険

等、防衛省の輸送所要による

運航時の追加保険料 

 ● 

固定資産税 ●  

船員費 船員人件

費 

待機時、Ｏ

ＪＴ訓練

時、慣熟運

航時等 

基本給、福利厚

生、退職手当等

を含む。 
●  

防衛省の輸

送所要での

運航時 

運航に係る航海

手当・時間外手

当・サービス対

価に含まれない

糧食費 

 

 ● 
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費用の区分・内訳 
サ ー ビ

ス対価 

輸送役務契

約（運航経

費） 

船員交替に伴う

旅費、宿泊費等 
 ● 

自衛官等に対す

る訓練支援等に

係る追加人件費 

 ● 

運航準備費 船舶運航会社の運営経費 ●  

船員の資格取得、訓練等の費用 ●  

船員の労務管理、乗船手配等の費用 ●  

年度運航計画策定に係る費用 ●  

雇用促進経

費 

予備自衛官等たる船員の雇用促進費

用 
●  

その他の費

用 

事業者の開業に伴う諸費用 ●  

全般管理業務費用 ●  

事業者の管理費用（公租公課、事務費、保険料等） ●  

事業者の税引前利益の一部 ●  

運航経費 防衛省の輸

送所要での

運航時 

運航時追加船員費  ● 

燃料費  ● 

港費  ● 

荷役費  ● 

その他運航に係る費用  ● 
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第２ サービス対価の算定及び支払方法 

１．支払方法の基本的な考え方 

本事業は、本事業船舶の調達、維持管理・運航準備及び本事業船員の雇用・

養成等に係るサービスを事業者の責任により一体として提供するものであるた

め、防衛省は、提供されるサービスを一体のものとして購入し、その対価を各

本事業船舶の運航開始日以降事業期間を通じて、原則として平準化して支払う

ものとする。 

 

２．支払方法の基本的事項 

(1) サービス対価の支払条件 

事業者は、「業務要求水準書（案）」（資料－Ⅰ） 第２ ２．(3) オ 

(ｲ)、３．(3) イ (ｳ)等の規定に基づき、四半期ごとに船舶維持管理業務報告

書及び船員雇用・養成業務報告書とともに、業務完了届を防衛省に提出する。 

防衛省は、受領後速やかに当該業務報告書の検査を行い、要求水準書等と照

らし履行内容が適切と認めた場合には、検査に合格した旨を事業者に通知する。 

事業者は、検査合格の通知を受けた後、当期のサービス対価に関する適法な

請求書を防衛省に提出する。 

ただし、防衛省は、事業者の責めに帰すべき事由により、各本事業船舶の運

航開始予定日までに運航開始確認書を交付していない場合は当該確認書を交付

するまでの間、サービス対価の支払を行わないこととする。 

(2) 支払スケジュール 

防衛省は､下記３．で算定された各費用のサービス対価を、事業者からの請

求を適法に受理した後３０日以内に支払う。 

具体的には、毎年度、４月１日から６月３０日までの第１支払期分、７月

１日から９月３０日までの第２支払期分、１０月１日から１２月３１日まで

の第３支払期分、１月１日から３月３１日までの第４支払期分の年４回とし、

各支払期の請求書を受領後３０日以内に支払う。ただし、本事業船舶の運航

開始が令和１０年１月１日であることを踏まえ、令和９年度の支払いは第４

四半期の１回払いとし、また、事業終了が令和１９年１２月末であることを

踏まえ、最終年度の支払いは第１支払期から第３支払期までの３回払いとす

る。 

なお、支払日の当日が閉庁日の場合は、その前営業日までに支払うものと

する。 

支払額については、令和９年度及び令和１９年度を除いて、各年度で均等、

かつ令和１９年度の最終支払期を除き各回の支払期が均等額になるように支

払い、最終支払期は、各回均等額では払いきれない端数残額を加算した額と

する。 
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３．各費用の支払額の算定及び支払方法 

サービス対価を構成する各費用の各回の支払額は、次の(1)から(3)までのと

おり算定する。 

 

(1) ７号船舶サービス対価 

ア ７号船舶調達費の算定及び支払方法 

７号船舶運航開始日以降事業期間を通じて、各回の船舶調達費（船舶整備

費と船舶調達利息の合計額）の支払額が均等となるよう、２．(2)の支払ス

ケジュールに基づき、全４０回支払う。 

 

イ 基準金利の計算及び確定に係る手続き 

船舶調達利息の料率は、基準金利と事業者の提案による利ざや（スプレッ

ド）の合計とする。 

７号船舶の基準金利は、令和９年７月１日（以下「金利確定日」という。）

の午前１０時３０分における東京スワップレート（Ｔ．Ｓ．Ｒ）として、表

示されるＴＯＮＡベース１０年物（円／円）金利スワップレートとする。た

だし、当該レートが負の値となる場合は基準金利をゼロとする。 

なお、入札にあたっては、入札公告月の防衛省が別途指定する日のレート

を仮の基準金利として、入札価格を算定する。（以下、入札時の基準金利を

「入札時基準金利」、金利確定日の基準金利を「確定時基準金利」とし、８

号船舶も同様とする。） 

入札時基準金利は、入札公告時に示す。 

確定時基準金利が入札時基準金利を下回る場合、防衛省と事業者は確定時

基準金利に基づき、船舶調達費を再計算し、７号船舶運航開始日の前日まで

に船舶調達費の変更に係る変更契約を締結し、アのスケジュールで船舶調達

費を支払うものとする。 

確定時基準金利が入札時基準金利を上回る場合、令和９年度内の船舶調達

費の支払（第１回の支払）は、入札時基準金利に基づき計算した対価を支払

うものとする。令和９年度の船舶調達費のうち、確定時基準金利と入札時基

準金利との間で生じる船舶調達費の差額分は、令和１０年度の予算が成立し

た後、船舶調達費の変更に係る変更契約を締結次第、速やかに事業者に支払

うものとする。 

また、令和１０年度以降の支払い（第２回以降）については、防衛省と事

業者は確定時基準金利に基づく船舶調達費の再計算結果を上記の変更契約に

反映し、第２回の支払以降は、アのスケジュールで確定時基準金利において

計算した船舶調達費を支払うものとする。 

 



10  

 

ウ ７号船舶維持管理・運航準備費及びその他の費用（７号船舶）の算定及び

支払方法 

７号船舶維持管理・運航準備費及びその他の費用（７号船舶）は、７号船

舶運航開始日から事業終了日までの期間、２．(2)の支払スケジュールに基

づき、支払うものとする。 

 

(2) ８号船舶のサービス対価 

７号船舶サービス対価と同様とし、(1)における各用語は、「７号船舶」を

「８号船舶」に置き換えたものとする。 

 

(3) 本事業船舶の船員費に係るサービス対価の取扱い 

ア 基本的考え方 

船舶維持管理・運航準備費の内訳項目である船員費については、本事業船

舶に属する本事業船員数に占める予備自衛官である船員数の割合に応じ、支

払ったサービス対価を精算する。 

具体的には、本事業船舶に属する本事業船員のうちに予備自衛官でない船

員がいる場合には、事業者は、下記イで算定した金額を国に返納することと

する。 

 

イ 返納金額 

各本事業船舶に属する本事業船員数に占める予備自衛官である船員数の割

合を確認し、その割合に応じた金額を国に返納する。 

また、返納金額は事業年度ごと、各本事業船舶ごとに算定することとし、

当該事業年度の３月３１日までに防衛省に通知し、防衛省の確認を得る。事

業者は、防衛省からの請求に基づき速やかに国に納付することとする。 

予備自衛官である船員数の割合に応じた返納金額の算定方法： 

事業年度ごとの各本事業船舶船員費（消費税込）×１０％×（１－事業年

度ごとの各本事業船舶に係る予備自衛官である船員数の割合※） 

 

※ 事業者は、「業務要求水準書（案）」（資料－Ⅰ） 第２ ３．(3) 

イに基づき提出する雇用実績書において、毎月末時点の本事業船員数に占

める予備自衛官である船員数の割合を防衛省に報告することとし、事業年

度ごとの本事業船舶に属する本事業船員数に占める予備自衛官である船員

数の割合は、当該事業年度の各月末時点の本事業船舶に属する本事業船員

数に占める予備自衛官である船員数の割合の平均値（小数点以下第４位未

満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。）とする。ただし、傷病休

職等の事由により給与の支給が停止されている予備自衛官である船員は、
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返納金額の算定にあたり、予備自衛官である船員として取り扱わず、予備

自衛官でない船員とみなす。 

 

(4) 本事業船舶の雇用促進経費に係るサービス対価の取扱い 

 ア 基本的考え方 

   船舶維持管理・運航準備費の内訳項目である雇用促進経費については、事

業者の採用活動及び雇用維持に係る企業努力により予備自衛官雇用促進を行

った事業者には、本事業船舶に必要な予備自衛官である船員の採用割合（以

下本(4)において「予備自衛官採用割合」という。）に応じ、事業者に支払う

ものとする。 

雇用促進経費は、各運航年における各本事業船舶船員費の１０パーセントに

相当する額とし、防衛省は、下記イに定める支給条件に基づき、支払ったサー

ビス対価を精算する。 

なお、予備自衛官採用割合の確認にあたっては、事業者が業務要求水準書 

第２ ３．(3) イに基づき提出する雇用実績書において、毎月末時点の本事業

船員数に占める予備自衛官である船員数の採用割合を防衛省に報告することと

する。ただし、傷病休職等の事由により給与の支給が停止されている予備自衛

官である船員は、予備自衛官採用割合の算定にあたり、予備自衛官である船員

として取り扱わず、予備自衛官でない船員とみなす。 

 

イ 支給条件及び返納金額 

雇用促進経費は、各本事業船舶について、各運航年における各本事業船舶船

員費の１０パーセントに相当する額（以下、「年雇用促進経費」という。）を

以下の条件に基づき支給額を決定する。予備自衛官採用割合は毎月末時点で確

認し、事業開始後の各期間における達成状況により判定する。 

なお、「１００パーセントに到達」とは、当該判定期間中のいずれかの月末

時点において船員における予備自衛官採用割合が１００パーセントとなること

をいう。 

また、支給開始後の各運航年における支給継続の判定にあたっては、各運航

年の各月末時点の予備自衛官採用割合の平均値（以下、「年平均予備自衛官採

用割合」という。）を用いる。年平均予備自衛官採用割合は、各運航年の各月

末時点の予備自衛官採用割合を合計し、各運航年における月数で除して算定す

る（小数点以下第４位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。）。 

(ｱ) 運航開始１年目に予備自衛官採用割合が１００パーセントに到達した場合 

各本事業船舶について、運航開始日から１年間（以下、「初年判定期間」

という。）のいずれかの月末時点において予備自衛官採用割合が１００パー

セントに到達した場合は、事業期間中、各運航年の年雇用促進経費の全額

（１０割）を雇用促進経費として支給する。 
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ただし、初年判定期間中に予備自衛官採用割合が１００パーセントに到達し

た場合であっても、その後のいずれかの運航年（達成年における達成月以降含

む）において年平均予備自衛官採用割合が９５パーセント未満となった場合は、

当該運航年以降、残りの運航期間における雇用促進経費の支給は行わないもの

とし、当該運航年以降に係る年雇用促進経費の全額を減額するものとする。 

(ｲ) 運航開始２年目に予備自衛官採用割合が１００パーセントに到達した場合 

各本事業船舶について、初年判定期間中に予備自衛官採用割合が１００パー

セントに到達しなかった場合であって、運航開始日から２年目の期間（以下

「２年目判定期間」という。）のいずれかの月末時点において予備自衛官採

用割合が１００パーセントに到達した場合は、２年目以降、各運航年の年雇

用促進経費の７割に相当する額を雇用促進経費として支給し、年雇用促進経

費の３割に相当する額を減額するものとする。 

なお、初年判定期間中に予備自衛官採用割合が１００パーセントに到達しな

かった運航年（１年目）に係る年雇用促進経費については、全額を減額するも

のとする。 

ただし、２年目判定期間中に予備自衛官採用割合が１００パーセントに到達

した場合であっても、その後のいずれかの運航年（達成年における達成月以降

含む）において年平均予備自衛官採用割合が９５パーセント未満となった場合

は、当該運航年以降、残りの事業期間における雇用促進経費の支給は行わない

ものとし、当該運航年以降に係る年雇用促進経費の全額を減額するものとする。 

(ｳ) 運航開始３年目に予備自衛官採用割合が１００パーセントに到達した場合 

各本事業船舶について、２年目判定期間の終了時点までに予備自衛官採用割

合が１００パーセントに到達しなかった場合であって、運航開始日から３年目

の期間（以下「３年目判定期間」という。）のいずれかの月末時点において予

備自衛官採用割合が１００パーセントに到達した場合は、３年目以降の事業期

間中、各運航年の年雇用促進経費の４割に相当する額を雇用促進経費として支

給し、年雇用促進経費の６割に相当する額を減額するものとする。 

なお、初年判定期間及び２年目判定期間中に予備自衛官採用割合が１００パ

ーセントに到達しなかった運航年（１年目及び２年目）に係る年雇用促進経費

については、全額を減額するものとする。 

ただし、３年目判定期間中に予備自衛官採用割合が１００パーセントに到達

した場合であっても、その後のいずれかの運航年（達成年における達成月以降

含む）において年平均予備自衛官採用割合が９５パーセント未満となった場合

は、当該運航年以降、残りの事業期間における雇用促進経費の支給は行わない

ものとし、当該運航年以降に係る年雇用促進経費の全額を減額するものとする。 

(ｴ) 運航開始３年目までに予備自衛官採用割合が１００パーセントに到達しなか

った場合 

各本事業船舶について、３年目判定期間の終了時点までに予備自衛官採用割

合が１００パーセントに到達しなかった場合は、全事業期間を通じて雇用促進
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経費の支給は行わないものとし、各運航年に係る年雇用促進経費の全額を減額

するものとする。 

 

ウ 返納金額の算定及び支払手続 

雇用促進経費に係る返納金額は、運航年ごと、本事業船舶ごとに算定するこ

ととし、当該運航年の終了後速やかに（最終年は事業期間終了後速やかに）防衛

省に通知し、防衛省の確認を得る。事業者は、防衛省からの請求に基づき速やか

に国に納付することとする。 

 

(5) 防衛出動等におけるサービス対価の取扱い 

ア 防衛出動等に際し防衛省が本事業船舶を裸傭船する場合には、防衛省は、

裸傭船する期間において事業者の費用負担が避けられないサービス対価のみ

を事業者に支払うものとする。 

ここで費用負担が避けられないサービス対価とは、本事業船舶の船舶調達

費及び本事業船員（招集に応じ自衛官となった予備自衛官である本事業船員

を除く。）の基本給与相当、事業者の管理費用等とする。また、定期検査費

（入渠費用を含む。）・修繕費等、当該期間には発生しないが傭船終了直後

に確実に費用負担が発生するものも、サービス対価として予定通り支払う。 

ただし、当該期間中は実質的に業務が生じない事から、事業者はできる限

り経費の削減・省力化に努めるものとする。 

 

イ 上記に加え、本事業船舶に予め備置された船用品や機関部の予備品・消耗

品、水等は、防衛出動等前の残量と防衛出動等後の残量を比較し、減少した

場合は防衛省が事業者に減少相当分を支払うが、増加した場合は増加相当分

の防衛出動等後のサービス対価を支払わないものとする。 

また、維持燃料・潤滑油は、防衛出動等前に防衛省と事業者で残油協定を

取り交わし、当該協定に基づき防衛出動等後に精算する（現物支給により精

算する場合もある。）。 

 

４．民間収益事業を実施する場合の利用対価の取扱い 

事業者が民間収益事業を実施している期間における当該本事業船舶に係るサ

ービス対価については、「民間収益事業の実施要領書（案）」（資料－Ⅱ）に

基づく算定方法で計算した金額を国に返納する。 

 

５．支払額の減額措置 

防衛省は、事業期間にわたり、本事業の実施に関する各業務の業績等の監視

を行い、「業務要求水準書（案）」（資料－Ⅰ）に定められた要求水準が達成

されていない場合は、支払額の減額等を行う。減額等の措置の詳細については、
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入札公告時に示す「業績等の監視及び改善要求措置要領」によるものとする。 

 

第３ 入札価格及び落札価格（契約金額）との関係 

入札価格は、第１ ２．(1)表１で構成されるサービス対価の見積価格の合

計（別に支払う運航経費は含まない。）とし、入札書に記載された金額をもっ

て落札価格（契約金額（税抜））とする。 

 

第４ サービス対価の内訳の精査等 

サービス対価の内訳については、要求水準の変更等が生じた場合又は金利確

定の場合にサービス対価の変更を適切に行うため、事業者はサービス対価の内

訳を精査し、防衛省の確認を受けるものとし、契約締結日までにサービス対価

の内訳を確定するものとする。 

 

第５ サービス対価の改定 

１．基本的考え方 

船舶調達費については、金利確定日までの金利変動相当分を除き、原則とし

て改定を行わない。ただし、各船舶の運航開始時期が延期となった場合は、防

衛省が事業者と協議の上、費用の見直しを行うことができるものとする。 

令和１１年度以降の船舶維持管理・運航準備費及びその他の費用については、

年度ごとに見直すものとする。この見直しは、物価変動、技術革新等に伴って

明らかに費用が減じる場合を含め、ＰＦＩ手法に基づく民間の資金及びノウハ

ウの有効な活用と、国民の負担を原資とする防衛省の適正な経費負担の双方の

観点に十分留意して、防衛省が事業者と協議の上、行うものとする。 

上記のほか、要求水準の変更その他必要な場合は、防衛省が事業者と協議の

上、サービス対価の改定を行うことができるものとする。 

 

２．船舶維持管理・運航準備費及びその他の費用の物価変動に基づく改定 

(1) 対象となる費用 

令和１１年度以降の船舶維持管理・運航準備費及びその他の費用 

ただし、防衛省が付保を指示した保険に限り、事業期間中に保険市場にお

いて大幅に保険料が変動した場合は、下記の改定方法とは別に、保険料相当

の対価を見直す場合がある。 

 

 

(2) 改定時期 
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物価変動リスクを踏まえた対価の改定時期は、次のとおりとする。 

ア 改定指標の評価：毎年４月１０日時点で確認できる最新の指標（速報値

を除くものとし、定時遡及訂正等が生じた場合も再評価は行わない。以下

同じ。）により評価を行う。 

イ 対価の改定：原則として、翌年度の４月１日以降の船舶維持管理費、船

員費、運航準備費、雇用促進経費及びその他の費用の支払に反映する。 

 

(3) 改定方法 

物価変動に基づく対価の改定は、前回改定時の指標に対して現指標が３ポ

イント以上変動した場合に行う。事業契約締結以降、対価を改定していない

費用については、令和９年度の４月１０日時点で確認できる最新の指標を前

回改定時の指標とみなす。 

｜ 今回評価時の指標 － 前回改定時の指標 ｜ ≧ ３ポイント 

改定率は次のとおりとする。 

 

表３．改定率 

費用項目 使用する指標 

コンテナ船に関す

る以下の費用 

・維持管理費 

・船員費 

・運航準備費 

・雇用促進経費

※ 

「企業向けサービス価格指数」：『内航貨物輸送』 

（日銀調査統計局） 

・その他の費用 「企業向けサービス価格指数」：『その他の専門サービス』 

（物価指数月報、日銀調査統計局） 

※ 雇用促進経費は、各本事業船舶船員費の１０パーセントに相当する額を基礎とし

て算定されるものであり、その性質上、船員費（人件費）に準じて変動するもの

として、船員費と同一の改定指標を適用する。 

 

それぞれの対価について、改定前の対価（及びその内訳）を基準額として、年

度ごとに、以下の算定式に従って各年度の対価を確定する。 

なお、改定率に小数点以下第４位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

るものとする。 
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計算方法 ：ＡＰ’ｔ ＝ ＡＰｔ ×（ＣＳＰＩｎ ／ ＣＳＰＩｍ） 

 

ｔ    ：今回費用改定をする対価の対象年度（ｔ：ｎ十１、…、事業終了年

度） 

ＡＰ ｔ ：改定前のｔ年度Ａ業務の対価 

ＡＰ’ｔ ：改定後のｔ年度Ａ業務の対価 

ＣＳＰＩ ：企業向けサービス価格指数(Corporate Service Price Index) 

ＣＳＰＩｍ：前回改定に用いた指標である、ｍ年度（契約後未改定の場合は令和

７年度）の価格指数 

ＣＳＰＩｎ ：今回評価に用いた指標である、ｎ年度の価格指数 

 

（計算例）令和１１年度の支払いが１００万円、前回改定に用いた指標である令

和９年度の指数が９０、令和１０年度の指数が１０８の場合： 

令和１０年度時点における改定実施の判断 

＝令和１０年度指数［１０８］－令和９年度指数［９０］＝１８≧３ポイント 

令和１０年度時点における改定率 

＝令和１０年度指数［１０８］÷令和９年度指数［９０］＝１．２ 

令和１１年度の対価（改定後） 

＝令和１１年度の対価（改定前）［１００万円］×１．２＝１２０万円 

 

(4) 基準年の変更に伴う措置 

改定指標の基準年が変更され、物価変動に基づく対価の改定にあたり必要

な場合は、国内の他のＰＦＩ事業等において採用実績のある改定方法を基準

として防衛省と事業者が協議の上、適切な改定方法を措置するものとする。  

 


